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「大丈夫」油断が招く「一大事」令和 7 年度  
安管・運管交通安全スローガン

発行所・発行人　岡山県安全運転管理者協議会連合会
岡山県運行管理者協議会連合会

〒709-2192　岡山市北区御津中山444‒3
岡山県運転免許センター 安全運転学校内  TEL（０８６）７２４‒４３６３
　　　定価１部77円(但し、会員の購読料は、会費に含めて徴収) 

No. 637

2 0 2 6

冬の道路での
交通事故防止！

重要!!

※ご不明な方は、岡山県安全運転管理者協議会連合会・岡山県運行管理者協議会連合会事務局までお問い合わせください。☎(086)724-4363

登録が完了すると確認メールが
届きます。
メールが届かない場合はメール
アドレスをご確認ください。

機関紙「安全運転」の郵送の廃止と電子化
移行に伴うメール登録までの手順

☜

☜

①パソコンでの登録用URL
https://okym-ankan-unkan.gr.jp/regist/

②登録はこちらから
④入力　

③
い
ず
れ
か
を
ク
リ
ッ
ク

⑤ここから必要事項を登録

①スマートフォンでの登録用
　　　　　　　　QRコード

anzenunten
driver ☜パスワード

☜ユーザー名

②　事前の装備・点検を確実に！！
　   冬用タイヤを装着していても安心できま
　せん。 タイヤチェーンやスコップなどの携
　行、バッテリー点検など確実に行いましょう。
　   タイヤチェーンの装着方法等を事前に確認
　しておきましょう。
      また、燃料は、満タンにして出発しましょう。

④　出発前に目的地までの道路情報や
　気象情報を必ず確認しましょう！！
　　【日本道路交通情報センター
　　　　　　　　　　　　050-3369-6666】

③　車間距離は、いつもの２～３倍！
　　雪道やアイスバーンを走行するときは、い
　つもより長めの車間距離を保持しましょう。

①　雪道や凍結しやすい場所では「急発進
　・急ハンドル・急ブレーキ」は禁物！！
　   交差点とその付近、
　カーブ、下り坂、橋の上、
　日陰部分などは、大変、
　危険です。
　   あらかじめ安全な速度
　に調整し、常に、危険を
　予測しながら運転しましょう。
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（暫定数値）
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死者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人身事故件数
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◎平日に事故が多発した。
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◎20歳代から50歳代まで広く第一当事者となっているが50歳代が最も多い。
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安全運転管理者選任事業所の交通事故発生状況（令和７年中）
1.交通事故発生状況

２.時間別発生状況 ３.曜日別発生状況

４.目的別発生状況 ５.年齢層別発生状況

６.原因別発生状況

（注）　人身事故件数は、選任事業所が第１当事者となった事故の件数をいう。
　　　　死者数・負傷者数は、その事故によって死傷した人数をいう。（以下同じ）

区　　分 人身事故件数 死　者　数 負　　傷　　者　　数
重　　傷 軽　　傷 計

安
管
事
故

令和７年 413 3 42 426 468
令和６年 359 4 38 355 393
増
減

数 54 −1 4 71 75
率 15.0% −25.0% 10.5% 20.0% 19.1%

◎　１位が前方不注意、２位が安全不確認、３位が交差点安全進行義務違反、４位が動静不注視で原因の約76.5％を占めています。
◎　事故類型は、車両相互の追突事故が152件と最も多く、出合頭事故が116件、右折事故が40件、左折時の事故が17件、正面衝突が18件（内１人死亡）
　　でした。また、対歩行者との事故が31件発生し、その内、道路横断中が20件 (内２人死亡)でした。

（第一当事者）
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（暫定数値）

（第一当事者）

◎業務中の事故が多い。

死者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人身事故件数
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死者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人身事故件数

日 月 火 水 木 金 土

◎平日に事故が増加する傾向にあります。
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◎40歳代から70歳代まで広く第一当事者となっているが50歳代が最も多い。
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運行管理者選任事業所の交通事故発生状況（令和７年中）
1.交通事故発生状況

２.時間別発生状況 ３.曜日別発生状況

４.目的別発生状況 ５.年齢層別発生状況

６.原因別発生状況

（注）　人身事故件数は、選任事業所が第１当事者となった事故の件数をいう。
　　　　死者数・負傷者数は、その事故によって死傷した人数をいう。（以下同じ）

区　　分 人身事故件数 死　者　数 負　　傷　　者　　数
重　　傷 軽　　傷 計

運
管
事
故

令和７年 133 5 18 135 153
令和６年 165 4 17 163 180
増
減

数 −32 1 1 −28 −27
率 −19.4% 　　  25.0%　 5.9% −17.2% −15.0%

◎　１位が前方不注意、安全不確認、３位が交差点安全進行義務違反、４位が動静不注視で、原因の約73.7％を占めています。
◎　事故類型は、車両相互の追突が47件と最も多く、出合頭事故が25件（内１人死亡）、右折事故が13件、左折時の事故が5件（内1人死亡）、正面衝突が３件、追越追抜き時
　　２件、すれ違い時2件、車両相互のその他事故13件、車両単独事故が５件でした。また、対歩行者との事故が18件（内３人死亡）発生し、その内、道路横断中が10件でした。
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交通場面のイラストに基づいて、いくつかの
危険を指摘してみましょう。

★状況
・　あなたは、いつも通り慣れた小さな一時停止のある
　交差点にさしかかりました。
・　交差道路は、一方通行ではない住宅街の道路で、車
　が２台、続けて通っています。
・　あなたは、停止線の手前で一時停止後、２台の車を
　見て、ゆっくり発進しています。

Ｑ�１　どのような危険がありますか？  

通り慣れた小さな一時停止のある交差点での注意点

※解答は８ページに掲載します。

Ｑ�２　どのような運転をしますか？

　同じ方向に進行する自動車対自転車事故のうち、
自転車の右側面が接触する事故の割合が増加傾向に
あることから、
　自動車等が自転車等の右側を通過する場合、両者
の間に十分な間隔がないときは、
・自動車等は、自転車等の間隔に応じた安全な速度
で進行
・自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通
行(被側方通過車義務～反則金5,000円)
することが規定されます。16歳以上の自転車

等の運転者の一定
の違反行為が対象

できる限り道路の左
側端に寄って通行

安全な速度で進行

　普通免許及び準中型免許の受験資格が現行の18歳から17歳６か月に引
き下げられます。また、それぞれの仮免許も17歳６か月で取得が可能と
なります。※普通免許等の取得の年齢要件は引き続き18歳のままです。

　トラックやバスの運転に必要な大型免許や大型二種免許等にAT限定免
許が導入されます。
　中型、準中型、中型二種は令和８年４月、大型は令和９年４月、大型二
種は令和９年10月からそれぞれ導入されます。

　中央線等のない幅員の狭い一般道路（いわゆる生活道路）における法定
速度が、現行の時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げ
られます。
　※詳細は、令和7年11月号に掲載

※対象者の詳細は、令和７年10月号に掲載

2017年2月号

ワッ

冬の道路での交通事故防止
冬季には降雪や路面の凍結による
　　　　　　　　　　事故に注意しましょう。

スタッドレスタイヤ・チェーンなど準備OK！
ラジエター液などの整備も忘れずに！

朝、窓ガラス・ミラーの凍結は完全に
取ってから出発しよう！

視界
スッキリ！！

橋の上など、急に路面が凍結していることが
あります。慎重な運転を心がけましょう。

改正道路交通法のポイント(令和8年から施行・導入)
自動車等が自転車等の右側
を通過する際の規定の新設
(令和8年４月１日施行)

自転車等の軽車両に対する
交通反則通告制度の適用
(令和8年４月１日施行）

生活道路における法定速度
が時速30ｷﾛﾒｰﾄﾙに引き下げ
(令和8年9月１日施行)

普通免許等の受験資格年齢
の引き下げ
(令和8年４月１日施行)

トラックやバスにAT限定
免許を導入
(令和8年４月から順次導入）
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第12次交通安全基本計画(令和８年度から12年度まで施策)の策定

健
康
起
因
事
故
防
止
に
向
け
た
取
り
組
み
に
つ
い
て

　内閣府では、交通安全対策基本法第22条1項の規定に基づき、令和8年度から令和12年度までの5年間に講
ずべき交通安全に関する施策の大綱として、第12次交通安全基本計画を策定中です。
　国土交通省にあっても、次年度からの「事業用自動車総合安全プラン2030」の策定中で、事業用自動車に係
る事故削減に向けての取り組みの一つとして、「健康起因事故防止に向けた取り組み」について、特別に寄稿し
ていただきました。

(出典:「ちょっと役立つ健康情報(58号),令和６年12月,公益財団法人 中国労働衛生協会)

岡
山
運
輸
支
局
長　

土
井　

清
志

　

国
土
交
通
省
で
は
、「
事
業

用
自
動
車
総
合
安
全
プ
ラ
ン
」

を
策
定
し
、
事
業
用
自
動
車
に

係
る
事
故
の
削
減
に
総
力
を
挙

げ
て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
こ
の
中
の
重
点
施
策
の

一
つ
に
健
康
起
因
事
故
の
防
止

が
ご
ざ
い
ま
す
。
近
年
、
運
転

者
の
疾
病
に
よ
り
運
転
を
継
続

で
き
な
く
な
っ
た
件
数
は
増
加

傾
向
に
あ
り
、
そ
の
う
ち
実
際

に
事
故
に
至
っ
た
件
数
は
令
和

６
年
で
約
33
％
に
も
の
ぼ
っ
て

い
ま
す
。　
　

  

こ
う
し
た
事
故
を
未
然
に
防

ぐ
た
め
、「
乗
務
員
等
の
健
康

状
態
の
把
握
」「
疾
病
等
に
よ

り
安
全
な
運
転
が
で
き
な
い
お

そ
れ
の
あ
る
乗
務
員
等
の
運
行

の
業
務
禁
止
」「
運
行
管
理
者

に
よ
る
点
呼
時
の
確
認
」
と

い
っ
た
法
令
上
の
義
務
付
け
に

加
え
、
健
康
管
理
に
関
す
る
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
・
改
定
や
主

要
疾
患
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検

査
受
診
に
関
す
る
補
助
等
を
行

う
と
と
も
に
、
自
動
車
事
故
報

告
書
へ
の
主
要
疾
患
の
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
の
受
診
状
況

の
追
加
や
運
転
者
に
法
定
の
健

康
診
断
を
受
診
さ
せ
て
い
な
い

状
態
で
運
行
業
務
に
従
事
さ
せ

て
い
た
場
合
の
処
分
基
準
を
強

化
し
て
い
ま
す
。

　

現
行
の
「
事
業
用
自
動
車
総

合
安
全
プ
ラ
ン
２
０
２
５
」
が

今
年
度
で
５
年
間
の
計
画
期
間

を
終
え
、
次
年
度
か
ら
の
「
事

業
用
自
動
車
総
合
安
全
プ
ラ
ン

２
０
３
０
」
の
策
定
が
始
ま
っ

て
い
ま
す
。

  

今
後
も
引
き
続
き
「
輸
送
の

安
全
・
安
心
」
を
１
丁
目
１
番

地
に
、
健
康
起
因
事
故
を
含
め

事
故
防
止
に
向
け
て
取
り
組
ん

で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
皆
様
方

に
お
か
れ
ま
し
て
も
運
転
者
の

更
な
る
健
康
管
理
に
、
事
故
防

止
に
努
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。　
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人
殺
し

　

こ
の
日
は
久
々
に
友
人
と
会
え
る
と
の

こ
と
で
、
仕
事
中
も
ど
ん
な
話
を
し
よ
う

か
、
ど
こ
の
店
に
行
こ
う
か
、
な
ど
ず
っ

と
考
え
て
い
ま
し
た
。
仕
事
も
17
時
に
は

終
わ
り
、
散
髪
を
し
て
か
ら
友
人
と
合
流

し
、
店
で
お
酒
を
飲
み
ま
し
た
。
お
酒
も

進
み
、
２
時
間
ぐ
ら
い
経
っ
て
次
の
店
に

行
こ
う
と
い
う
話
に
な
り
、
３
人
で
向
か

い
ま
し
た
。
１
人
は
お
酒
を
飲
ん
で
い
な

か
っ
た
の
で
運
転
し
て
も
ら
い
、
街
に
行

き
ま
し
た
。
次
の
店
で
も
お
酒
を
飲
ん
で

い
る
間
に
時
間
は
ど
ん
ど
ん
進
み
、
12
時

に
な
っ
た
の
で
翌
日
の
仕
事
の
事
を
考
え

て
お
酒
を
止
め
、
店
で
少
し
寝
る
事
に
し

ま
し
た
。
目
が
覚
め
た
の
は
朝
４
時
頃
で
、

皆
と
別
れ
る
時
に
も
４
時
間
も
寝
た
か
ら

大
丈
夫
だ
ろ
う
と
自
分
で
運
転
を
し
て
会

社
に
向
か
い
ま
し
た
。

　

運
転
を
し
て
い
る
途
中
で
財
布
を
落
と

し
て
し
ま
い
、
拾
っ
て
い
る
時
に
前
方
へ

の
注
意
が
疎
か
に
な
り
、
被
害
者
様
を
轢

い
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
ド
ン
ッ
」
と
凄

い
音
が
し
て
、
人
を
轢
い
て
し
ま
っ
た
と

思
い
パ
ニ
ッ
ク
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て

恐
く
な
っ
て
止
ま
ら
ず
に
逃
げ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
。
会
社
に
着
き
車
を
見
た
ら
ミ

ラ
ー
は
無
く
な
り
凹
ん
で
い
ま
し
た
。
ど

う
し
た
ら
い
い
の
か
考
え
て
も
わ
か
ら
ず
、

そ
の
ま
ま
仕
事
に
向
か
い
ま
し
た
。
仕
事

先
で
も
仕
事
は
手
に
つ
か
ず
、
ミ
ス
ば
か

り
し
て
い
る
私
の
顔
色
を
み
た
人
に
真
っ

青
だ
と
言
わ
れ
、
仕
事
を
止
め
て
休
憩
し

て
い
ま
し
た
。
休
憩
中
も
事
故
の
事
が
頭

か
ら
離
れ
ず
時
間
が
過
ぎ
て
い
く
ば
か
り

で
し
た
。
夕
方
に
な
り
少
し
落
ち
着
き
を

取
り
戻
し
、
警
察
に
出
頭
す
る
こ
と
を
決

心
し
ま
し
た
。
会
社
で
社
長
に
事
情
を
話

し
、
警
察
に
向
か
お
う
と
し
た
時
に
逮
捕

さ
れ
ま
し
た
。
妻
や
家
族
に
も
泣
か
れ
、

自
分
が
本
当
に
や
っ
て
は
い
け
な
い
事
を

や
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
認
識
し
ま
し
た
。

　

裁
判
で
私
に
言
い
渡
さ
れ
た
判
決
は
自

動
車
運
転
過
失
致
死
罪
、
道
路
交
通
法
違

反
で
３
年
の
実
刑
判
決
で
し
た
。
刑
務
所

に
入
り
、
毎
日
の
よ
う
に
被
害
者
様
、
家

族
の
事
が
頭
か
ら
離
れ
る
事
は
な
く
１
日

１
日
が
も
の
凄
く
長
く
感
じ
ま
し
た
。
長

く
て
も
短
く
て
も
時
間
は
経
ち
ま
す
が
、

被
害
者
様
に
は
そ
れ
す
ら
な
い
の
だ
と
思

う
と
本
当
に
申
し
訳
な
く
思
い
ま
し
た
。

二
度
と
同
じ
過
ち
を
犯
さ
な
い
為
に
、
こ

の
短
い
３
年
で
自
分
自
身
と
よ
く
向
き
合

い
生
き
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

　

刑
務
所
生
活
も
数
か
月
が
経
ち
、
改
善

指
導
を
通
じ
て
色
々
気
付
か
さ
れ
た
事
が

あ
り
ま
し
た
。
ビ
ー
ル
中
瓶
１
本
で
４
時

間
。
初
め
て
聞
い
た
時
に
は
驚
き
ま
し
た
。

事
件
当
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

た
く
さ
ん
飲
ん
だ
に
も
関
わ
ら
ず
４
時
間

寝
た
か
ら
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た

自
分
に
腹
が
立
ち
ま
し
た
。
も
う
一
つ
は

御
遺
族
の
方
々
の
心
情
で
す
。
御
遺
族
の

方
々
と
お
話
し
す
る
機
会
が
あ
り
、
自
分

は
「
わ
ざ
と
や
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。」

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
御
遺
族
様
側
か
ら

す
る
と
「
そ
ん
な
こ
と
は
関
係
な
い
。
身

内
の
死
が
い
き
な
り
受
け
入
れ
ら
れ
る
わ

け
が
な
い
。
あ
な
た
が
や
っ
た
こ
と
は
過

失
で
は
な
く
、
人
殺
し
と
同
じ
。」
と
言

わ
れ
た
時
に
は
本
当
に
そ
う
だ
と
思
い
ま

し
た
。
逆
の
立
場
で
あ
れ
ば
同
じ
こ
と
を

言
う
と
思
い
ま
す
。
自
分
で
は
被
害
者
様

や
御
遺
族
様
の
こ
と
を
少
し
は
わ
か
っ
て

い
た
つ
も
り
で
し
た
が
、
全
く
わ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
改
善
指
導
は
自
分
に

と
っ
て
学
び
の
多
い
も
の
で
し
た
。

　

車
は
便
利
で
す
が
、
一
つ
間
違
え
れ
ば

危
険
な
乗
り
物
に
変
わ
り
ま
す
。
考
え
て

か
ら
行
動
に
移
す
こ
と
の
大
切
さ
も
刑
務

所
で
学
ん
だ
こ
と
で
す
。

　

私
も
あ
と
少
し
で
出
所
を
迎
え
ま
す
。

出
所
し
て
か
ら
償
い
が
始
ま
り
ま
す
。
未

だ
に
ど
う
償
え
ば
い
い
の
か
わ
か
り
ま
せ

ん
。
死
ぬ
ま
で
答
え
を
探
し
続
け
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。
で
す
が
、
ま
ず
は
自
分
の

出
来
る
事
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

車
を
運
転
す
る
人
に
伝
え
た
い
で
す
。
事

故
を
起
こ
し
て
か
ら
で
は
遅
い
の
で
す
。

こ
れ
以
上
被
害
者
を
出
さ
な
い
た
め
に
よ

く
考
え
て
運
転
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

い
つ
か
交
通
事
故
の
な
く
な
る
日
が
来
て

欲
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
為
に
他

人
を
思
い
や
る
気
持
ち
を
持
っ
て
運
転
し

て
も
ら
い
た
い
で
す
。

（
注
）
一
般
財
団
法
人

�

東
京
都
交
通
安
全
協
会
発
行

　
　
　
「
贖
い
の
日
々
」

　
　

︱ 

交
通
事
故
の
悲
劇
を
繰
り

　
　
　
　

返
さ
な
い
た
め
に
︱
か
ら
転
載

　
　
　
　
　

無
断
転
載
を
禁
止
し
ま
す
。　

⃝

（
参
考
）
令
和
7
年
6
月
1
日
か
ら
懲

　

役
・
禁
錮
が
廃
止
さ
れ
拘
禁
刑
が
創
設

　

さ
れ
ま
し
た
。

作
業
員
（
30
代
）

あ
が
な

交通事故受刑者の手記

贖
あがな

いの日々
YouTubeでも
配信しています

（作成者：東京都交通安全協会）
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第66回交通安全国民運動中央大会交通安全優良団体等の表彰のお知らせ

懸賞(5,000円相当)付き交通安全クイズ
１ 応募資格
　　各地区の安全運転管理者協議会又は運行管理者協議会に加入事業所の役員及び従業員
2 賞品
　　全問正解者の中から抽選で10人に、5,000円相当のクオカードを進呈いたします。
　　賞品は当選者の氏名を付して、事業所宛てに発送します。
3 応募方法
　　岡山県安全運転管理者協議会連合会・岡山県運行管理者協議会連合会のホームページ
　　　　　「https://okym-ankan-unkan.gr.jp」専用のフォーム
　　からご応募ください。その他のメール、電話、はがき等でのご応募はできません。
４ 応募締め切り　令和8年2月27日（金）
５ 当選者の発表～(※４月号に掲載)
　　翌月号の機関紙「安全運転」に事業所名、当選者氏名を掲載して発表します。
　　当選者事業所名は掲載しますが、氏名について掲載を希望されない方は、応募の際に、匿名又は
　　ペンネーム等の旨を明記してください。

問　題
【Ｑ１】
 　  自転車等の交通違反に対して適用される「交通反則通告制度（青切符）」の対象は何歳以上？
　　　　　　①14歳　　➁15歳　　③16歳　　④17歳 
【Ｑ２】
    自動車等が自転車等の右側を通過する際の新規定として、自転車等は、できる限り道路の左端に寄っ
　て通行 ( 被側方通過車義務 ) することが規定されます。その場合、自転車等が道路の左側端に寄らなかっ
　た場合の交通反則通告制度適用時の反則金の金額は？
　　　　　　①3,000円　　➁5,000円　　③8,000円　　④10,000円
【Ｑ３】
 　  普通免許及び準中型免許の受験資格は何歳に引き下げられる？
　　　　　　①17歳０か月　　➁17歳６か月　　③17歳9か月　　④18歳0か月
【Ｑ４】
　   中央線等のない幅員の狭い一般道路（生活道路）の法定速度は、現在の
   時速60kmから何kmに引き下げられますか？
　　　　　　①50㎞/h　　➁40㎞/h　　③30㎞/h　　④20㎞/h

【ヒント】令和8年度から施行・導入される改正道路交通法の特集記事をチェック！

　令和８年１月14日(水)、一般財団法人全日本交通安全協会と警察庁は、第66回交通安全国民運動中央大会を
開催し、この中央大会において、各表彰が行われましたので、県内の交通安全優良団体等をご披露いたします。 

（敬称略・順不同）
表彰種類 団体名 代表者 地区

優 良 団 体 水島地区老人クラブ連合会 会長
福本　秀子　様 水島

優 良 事 業 所
㈱NHファシリティーズ　玉野自動車教習所 代表取締役社長

桃枝　義彦　様 玉野

公益財団法人　総社シルバー人材センター 理事長
岡　　眞司　様 総社

優 良 学 校 矢掛町立山田小学校 校長
平田日出子　様 井原

優 良 交 通 安 全 協 会 真庭交通安全協会 会長
山下　　豊　様 真庭

優良安全運転管理者協議会 美作安全運転管理者協議会 会長
井並　国宏　様 美作

【解　答】 Q1 の答え Q2 の答え Q3 の答え Q4 の答え
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令和８年度　安管・運管交通安全スローガン受賞作品

　安全運転管理者選任事業所並びに運行管理者選任事業所の従業員の交通安全意識の高揚を図ることを目的に、
交通安全スローガンコンテストを募集したところ、多数応募いただき、応募総数784点の中から受賞作品をご披
露します。(※当初、令和８年４月号掲載予定でしたが、２月号に掲載させていただきました。)

　最優秀賞（１点）　 「かもしれない　心の準備で　事故防止」
DOWAエレクトロニクス岡山㈱　辰巳　伸治　様（岡山南地区）

優秀賞
(２点)

慣れた道　油断ひとつが　事故を呼ぶ 上道運輸㈱ 遠藤　芙実子　様 ※ 最優秀作品のスロー
ガンは、機関紙「安全
運転」の表紙下部に４
月号から令和９年２月
号まで掲載します。
※ 最優秀賞、優秀賞に
は賞状があります。
入賞された方には、
それぞれ副賞(商品券)
があります。
※ 多数の応募ありがと
うございました。

少しくらい　その一瞬で　負う後悔 ヒカリエンター
プライズ㈱ 亀谷　裕太　様

安管特別賞
(１点) ハンドルを　持ったら持とう　責任感 内海産業㈱ 近成　早智子　様

運管特別賞
(１点) 気を抜くな　ゆるむ心が　事故を呼ぶ 上道運輸㈱ 小倉　孝志　様

佳　作
(５点)

安全は　モラルとルールの　調和から 萩原工業㈱ 東内　淳志　様
安全は　ゆとりを持った　心から 萩原工業㈱ 小川　幸也　様
ととのえる　心と車　日常点検 萩原工業㈱ 美甘　利之　様
ゆっくりと　走るその道　笑顔咲く 山陽ロード工業㈱ 安東　真子　様
ウインカー　出す手間惜しむな　事故のもと ㈱中塚建設 中塚　美幸　様

※ 令和８年度の従業員の皆様の交通事故防止のため、上記の「スローガン」をご活用ください。

こ
こ
に
気
を
つ
け
よ
う

危
険
予
知
訓
練
を
実
施
し
よ
う（
解
答
）

危
険
予
知
訓
練
を
実
施
し
よ
う（
解
答
）

通り慣れた小さな一時停止のある交差点での注意点
4
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
た
危
険
予
知
訓
練
の
解
答
は
次
の
と
お
り
で
す
。

Ｑ１　どのような危険がありますか？
解答　
〇　一時停止後、交差道路を車が２台通った後、他に車がこないだろう
　と発進すると、見えていない四輪車、二輪車、自転車、歩行者が交差
　道路を進行している場合があり、それらと衝突する危険があります。

Ｑ２　どのような運転をしますか？
解答　
〇　一時停止の位置で停止後、交差点の安全確認をしながら、じわじわ
　と交差道路の直前のぎりぎりの位置までゆっくりと進行し、二段階停
　止をして、さらに、左右の安全確認をします。その際、交差道路から
　の右折車、左折車が進路上に進行してくることも考慮して直ぐに停止で
　きる構えの運転が必要です。
〇　二段階停止後、交差道路の左右がどうしても確認できない見通しの悪
　い場合は、自車の存在を相手に知らせるようじわじわと走行しましょう。
〇　交差道路の歩行者や自転車が目の前を横切ろうとしている場合は、
　その歩行者や自転車に道を譲った後、目視確認を行いながら進行しま
　しょう。　

◎　

交
差
点
に
は
死
角
が
あ
り
ま
す
。
交
差
道
路
の
左
側
は
柵
に
よ
っ
て
見
え
に
く
い
状
態
で
す
が
し
っ

　

か
り
と
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

◎　

車
両
は
左
側
通
行
で
す
が
、
交
差
道
路
の
左
側
か
ら
右
側
通
行
し
て
く
る
自
転
車
等
も
あ
る
こ
と
を

　

認
識
し
、
直
近
の
確
認
が
必
要
で
す
。

◎　

自
ら
の
車
に
も
ピ
ラ
ー
の
死
角
等
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
、
体
を
前
に
傾
け
て
覗
き
込
む
よ
う
に
、

　

し
っ
か
り
確
認
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

「安全運転」３月号は休刊します。お知らせ


